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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力端末から入力された負荷遮断または抑制運転する設備機器に関する設定情報を取得
する入力部と、
　需要家における電力使用量を設定された電力上限値以下に抑えるために削減するピーク
カット電力に対して、前記入力部において取得された前記設備機器の負荷遮断または抑制
運転による削減電力と、当該需要家が有する蓄電池からの放電量とを、時間毎に割り当て
た運転計画を立案する運転計画演算部と、
　前記ピークカット電力に対して、前記運転計画演算部で立案した前記設備機器の負荷遮
断または抑制運転による削減電力と前記蓄電池からの放電量とを、時間毎に割り当てた画
像の表示を行う運転計画表示部とを備えた
　電力デマンド管理装置。
【請求項２】
　さらに、
　前記設備機器として設定された各空調機器の負荷遮断または抑制運転による削減電力を
予測する予測部を備え、
　前記入力部は、前記設定情報として前記入力端末から入力された部屋毎および時間毎の
空調重要度と空調重要度に対応する室温変化量と取得すると共に、外部の装置から気象予
報情報を取得し、
　前記予測部は、前記入力部において取得した前記空調重要度、前記室温変化量、および
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前記気象予報情報と、建物の熱負荷モデルまたは過去の実績データを活用した統計手法と
に基づいて前記各空調機器の削減電力を予測し、
　前記運転計画表示部は、前記入力部において取得した部屋毎および時間毎の空調重要度
および空調重要度に対応する室温変化量と、前記予測部で予測した前記各空調機器の削減
電力とを表示する
　請求項１記載の電力デマンド管理装置。
【請求項３】
　前記入力部は、前記設備機器として設定された各空調機器に関する時間毎の削減電力を
、前記設備機器に関する設定情報として取得し、
　前記運転計画演算部は、前記入力部で取得した前記各空調機器の削減電力を、時間毎に
割り当てて前記運転計画を立案する
　請求項１記載の電力デマンド管理装置。
【請求項４】
　前記運転計画演算部は、前記運転計画演算部で立案した運転計画を実施した場合の電力
デマンドと前記電力上限値とを比較し、
　前記運転計画表示部は、前記運転計画演算部において前記電力デマンドが前記電力上限
値以下ではないと判断された場合に、警告を表示する
　請求項１記載の電力デマンド管理装置。
【請求項５】
　前記入力部は、前記入力端末から前記設定情報が入力される毎に、当該設定情報を取得
し、
　前記運転計画演算部は、前記入力部が前記設定情報を取得する毎に、前記運転計画を立
案する
　請求項１記載の電力デマンド管理装置。
【請求項６】
　さらに
　前記入力部において外部の装置から取得した需要家の電力需要予測結果と再生可能エネ
ルギーの発電量予測結果とに基づいて、前記ピークカット電力を算出する予測部を備え、
　前記入力部は、前記入力端末から入力された電力需要予測の誤差と再生可能エネルギー
の発電量予測の誤算に関する誤差情報を取得し、
　前記予測部は、前記入力部において取得した前記誤差情報に基づいて前記算出した前記
ピークカット電力を修正し、
　前記運転計画演算部は、前記予測部において修正した前記ピークカット電力に基づいて
、前記運転計画を立案する
　請求項１記載の電力デマンド管理装置。
【請求項７】
　前記入力部は、外部の装置から前記蓄電池の蓄電残量を周期的に取得し、
　前記運転計画演算部は、前記入力部が前記蓄電池の蓄電残量を取得する毎に、前記運転
計画を立案する
　請求項１記載の電力デマンド管理装置。
【請求項８】
　さらに、
　前記蓄電池および前記設備機器に対して、前記運転計画に基づく運転制御の指令を出力
する制御指令出力部と、
　外部の電力量計から需要家の電力使用量を取得する電力デマンド入力部と、
　前記電力デマンド入力部において取得した前記電力使用量に基づいて、デマンド制御期
間の電力デマンドを予測し、予測した電力デマンドが前記電力上限値を超えるか否かを判
断する電力デマンド制御演算部とを備え、
　前記制御指令出力部は、前記電力デマンド制御演算部において、前記予測した電力デマ
ンドが前記電力上限値を超えると判断した場合に、前記蓄電池および前記設備機器に対し
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て前記指令を出力する
　請求項１記載の電力デマンド管理装置。
【請求項９】
　前記制御指令出力部は、前記蓄電池に対して、当該蓄電池の蓄電残量の範囲内において
、前記予測した電力デマンドと前記電力上限値との差分に相当する放電量を放電する指令
を出力する
　請求項８記載の電力デマンド管理装置。
【請求項１０】
　前記入力部は、前記設備機器に関する設定情報として、時間毎に設定した当該設備機器
の抑制順位を取得し、
　前記運転計画演算部は、前記ピークカット電力に対して時間毎に、前記設備機器のうち
前記抑制順位が上位の設備機器から順に当該設備機器の負荷遮断または抑制運転による削
減電力を割り当て、前記ピークカット電力の範囲内で当該削減電力の割り当てが不足して
いる部分が存在している場合には当該不足している部分に優先的に前記蓄電池からの放電
量を割り当て、さらに前記ピークカット電力の範囲で前記抑制順位が下位の設備機器から
順に前記蓄電池からの放電量を割り当てて前記運転計画を立案し、前記蓄電池からの放電
が割り当てられた時間において、当該蓄電池からの放電を、任意の抑制順位の設備機器に
設定する
　請求項１記載の電力デマンド管理装置。
【請求項１１】
　前記運転計画演算部は、前記蓄電池からの放電が割り当てられた時間において、当該蓄
電池からの放電を、前記設備機器の抑制順位の最上位に設定する
請求項１０記載の電力デマンド管理装置。
【請求項１２】
　蓄電池からの放電と負荷遮断・抑制機器の負荷遮断、抑制運転とにより、需要家におけ
る電力使用量を、設定された電力上限値以下に抑えるための電力デマンド管理方法であっ
て、
　入力部が、入力端末から入力された負荷遮断または抑制運転する設備機器に関する設定
情報を取得する手順と、
　運転計画演算部が、需要家における電力使用量を設定された電力上限値以下に抑えるた
めに削減するピークカット電力に対して、前記入力部において取得した前記設備機器の負
荷遮断・抑制運転による削減電力と、当該需要家が有する蓄電池からの放電量とを、時間
毎に割り当てた運転計画を立案する手順と、
　運転計画表示部が、前記運転計画演算部で立案した前記運転計画に関する画像として、
前記ピークカット電力に対して、前記設備機器の負荷遮断または抑制運転による削減電力
と蓄電池からの放電量とを時間毎に割り当てた画像を表示する手順とを備えた
　電力デマンド管理方法。
【請求項１３】
　前記画像を表示する手順の後、
　さらに、ユーザが前記設定情報を再入力によって書き換える手順を備え、
　前記運転計画を立案する手順においては、前記設定情報が再入力される毎に、前記運転
計画演算部が再入力された設定情報に基づいて前記運転計画を立案する
　請求項１２に記載の電力デマンド管理方法。
【請求項１４】
　前記運転計画を立案する手順の前に、
　予測部は、前記設備機器として設定された各空調機器の負荷遮断または抑制運転による
削減電力を予測し、
　前記入力部は、前記設定情報として前記入力端末から入力された部屋毎および時間毎の
空調重要度と空調重要度に対応する室温変化量を取得すると共に、外部の装置から気象予
報情報を取得し、
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　前記予測部は、前記入力部において取得した前記空調重要度、前記室温変化量、および
前記気象予報情報と、建物の熱負荷モデルまたは過去の実績データを活用した統計手法と
に基づいて前記各空調機器の削減電力を予測し、
　前記各空調機器の削減電力を予測した後、
　前記運転計画表示部は、前記入力部において取得した部屋毎および時間毎の空調重要度
および空調重要度に対応する室温変化量と、前記予測部で予測した前記各空調機器の削減
電力とを表示する
　請求項１２に記載の電力デマンド管理方法。
【請求項１５】
　前記設備機器に関する設定情報を取得する手順では、前記入力部は、前記設備機器とし
て設定された各空調機器に関する時間毎の削減電力を、前記設備機器に関する設定情報と
して取得し、
　前記運転計画を立案する手順では、前記運転計画演算部は、前記入力部で取得した前記
各空調機器の削減電力を、時間毎に割り当てて前記運転計画を立案する
　請求項１２に記載の電力デマンド管理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は電力デマンド管理装置および電力デマンド管理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　本技術分野の技術背景として、特開２０１４－２１５８４４号公報（特許文献１）があ
る。この公報には、「快適性重要度が大きい時間帯およびエリアにおいて、優先的に蓄電
池の放電量を割り当てるように設定する。このような構成とすることで、快適性重要度が
高い時間帯およびエリアにおける空調機が停止することを防ぐことができるので、需要電
力の低減および快適性悪化を防ぐことができる。」と記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１４－２１５８４４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に記載のエネルギー管理システムでは、運転計画の見直しを
する場合の指標がなく、ユーザは手さぐりで運転計画の見直しを行っていた。
【０００５】
　そこで本発明は、ユーザによる運転計画の見直しを支援することが可能な電力デマンド
管理装置および電力デマンド管理方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、例えば特許請求の範囲に記載の構成を採用する。本願は上
記課題を解決する手段を複数含んでいるが、その一例を挙げるならば、入力端末から入力
された負荷遮断または抑制運転する設備機器に関する設定情報を取得する入力部と、需要
家における電力使用量を設定された電力上限値以下に抑えるために削減するピークカット
電力に対して、前記入力部において取得された前記設備機器の負荷遮断または抑制運転に
よる削減電力と、蓄電池からの放電量とを、時間毎に割り当てた運転計画を立案する運転
計画演算部と、前記ピークカット電力に対して、前記運転計画演算部で立案した前記設備
機器の負荷遮断または抑制運転による削減電力と前記蓄電池からの放電量とを、時間毎に
割り当てた画像の表示を行う運転計画表示部とを備えた電力デマンド管理装置である。
【発明の効果】



(5) JP 6453744 B2 2019.1.16

10

20

30

40

50

【０００７】
　本発明によれば、ユーザによる運転計画の見直しを支援することが可能な電力デマンド
管理装置および電力デマンド管理方法を提供することができる。上記した以外の課題、構
成、および効果は、以下の実施形態の説明により明らかにされる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】電力デマンド管理装置の構成を示すブロック図である。
【図２】電力デマンド運転計画の作成フロー図である。
【図３】ピークカット電力［Ｐｃ］を説明する図である。
【図４】誤差を考慮したピークカット電力［Ｐｃｆ］を説明する図である。
【図５】空調重要度［Ｒ］に対する室温変化量［ΔＴｒ］の一例を示す図である。
【図６】時間（ｔ）毎／部屋（ｉ）毎の空調重要度［Ｒ(ｉ,t)］の一例を示す図である。
【図７】時間（ｔ）毎の負荷遮断・抑制機器の抑制順位［Ｌ（ｔ）］の一例を示す図であ
る。
【図８】空調機器の削減電力［ΔＰｒ(ｉ,t)］の予測に適用される熱負荷モデルを説明す
る図である。
【図９】統計手法による空調機器の削減電力［ΔＰｒ(ｉ,t)］の算出方法を示す図である
。
【図１０】蓄電池の放電計画を立案する手順を説明する図（その１）である。
【図１１】蓄電池の放電計画を立案する手順を説明する図（その２）である。
【図１２】蓄電池の放電計画を立案する手順を説明する図（その３）である。
【図１３】蓄電池の放電計画を立案する手順を説明する図（その４）である。
【図１４】立案された電力デマンド運転計画の一例を示す図である。
【図１５】立案された電力デマンド運転計画の概要を示す図である。
【図１６】電力デマンド制御のフロー図である。
【図１７】電力デマンド制御において予測した実測に基づく電力デマンド［Ｄ］の一例を
示す図である。
【図１８】電力デマンド制御において予測した実測に基づく電力デマンド［Ｄ］の他の例
を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明の電力デマンド管理装置および電力デマンド管理方法の実施の形態を図面
に基づいて詳細に説明する。なお、以下に説明する実施形態においては、先ず電力デマン
ド管理装置の構成を説明し、次いで電力デマンド管理装置による電力デマンド管理方法を
説明する。
【００１０】
≪電力デマンド管理装置の構成≫
　図１は、本発明に係る電力デマンド管理装置の構成の一例を示したものである。この図
に示す電力デマンド管理装置１は、需要家における電力使用量を、快適性を損なうことな
く契約電力以下に抑えるための管理装置であり、電力デマンド運転計画装置(以下、運転
計画装置１０と記す）と電力デマンド制御装置(以下、制御装置２０と記す）とを備えて
いる。
【００１１】
　運転計画装置１０は、入力部１１と、予測部１２と、運転計画演算部１３と、運転計画
表示部１４と、運転計画データ記憶部１５と、運転計画処理部１６とを備えている。この
うち、予測部１２、運転計画演算部１３、および運転計画処理部１６は、ＣＰＵによって
構成される制御部１０ａとなっている。また制御装置２０は、電力デマンド入力部２１と
、電力デマンド制御演算部２２と、制御指令出力部２３と、制御処理部２４とを備えてい
る。このうち、電力デマンド制御演算部２２および制御処理部２４は、ＣＰＵによって構
成される制御部２０ａとなっている。以下、これらの構成要素の詳細を説明する。
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【００１２】
＜入力部１１（運転計画装置１０）＞
　入力部１１は、入力インターフェースであって、外部の装置からの外部情報を周期的に
取得し、またユーザ用の入力端末から入力された設定情報を入力毎に取得する。
【００１３】
　入力部１１において取得する外部情報は、外部の装置で予測された（１）気象予報情報
、（２）電力需要予測結果、および（３）再生可能エネルギーの発電量予測結果、さらに
は需要家が所有する蓄電池についての（４）蓄電残量である。なお、蓄電残量は計測値を
用いてもよいし予測値を用いてもよい。また（３）再生可能エネルギーの発電量予測結果
は、太陽光発電設備や風力発電設備などの需要家が有する再生可能エネルギー発電設備に
おいての発電量予測結果である。入力部１１は、これらの外部情報を、周期的に所定のタ
イミングで自動的に取得する。自動取得のタイミングは、例えば（１）気象予報情報、（
２）電力需要予測結果、および（３）再生可能エネルギーの発電量予測結果であれば、一
例として気象予報のタイミングに合わせ２時間毎の定時に設定される。また（４）蓄電残
量であれば、一例として電力デマンド制御間隔（例えば３０分間）に自動取得のタイミン
グが設定される。
【００１４】
　また入力部１１において取得する設定情報は、電力デマンド運転計画を作成するために
ユーザが設定する各種の設定に関する情報である。このような設定情報は、例えば空調重
要度［Ｒ］に対する室温変化量［ΔＴｒ］(図５参照）、時間（ｔ）毎／部屋（ｉ）毎の
空調重要度［Ｒ(ｉ,t)］（図６参照）、および時間（ｔ）毎の負荷遮断・抑制機器の抑制
順位［Ｌ（ｔ）］（図７参照）である。
【００１５】
　ここで負荷遮断・抑制機器とは、電力デマンド制御の対象となり得る、空調機器、照明
機器、コンピュータ、さらにはプリンター等の電力によって駆動される設備機器のうち、
その時間（ｔ）において負荷遮断または抑制運転してよいと判断された設備機器である。
入力部１１は、ユーザ用の入力端末からこれらの設定情報が入力された場合に、その都度
、入力された設定情報を取得する。
【００１６】
　なお、以上の外部情報および設定情報の内容は、以降の電力デマンド管理方法において
詳細に説明する
【００１７】
＜予測部１２（運転計画装置１０）＞
　予測部１２は、例えばコンピュータの演算処理部であり、入力部１１において取得した
情報に基づいて、ピークカット電力［Ｐｃｆ］、および空調機器の削減電力［ΔＰｒ(ｉ,
t)］を予測する。予測部１２によるこれらの予測は、以降の電力デマンド管理方法におい
て詳細に説明する。
【００１８】
＜運転計画演算部１３（運転計画装置１０）＞
　運転計画演算部１３は、例えばコンピュータの演算処理部であり、デマンド制御期間に
おいての需要家内の蓄電池からの放電に関する運転計画を立案する。運転計画演算部１３
における運転計画の立案の手順は、以降の電力デマンド管理方法において詳細に説明する
。
【００１９】
＜運転計画表示部１４（運転計画装置１０）＞
　運転計画表示部１４は、液晶表示装置などのモニタ装置である。この運転計画表示部１
４は、例えば空調重要度［Ｒ］に対する室温変化量［ΔＴｒ］(図５参照）、時間（ｔ）
毎／部屋（ｉ）毎の空調重要度［Ｒ(ｉ,t)］（図６参照）、抑制順位［Ｌ（ｔ）］（図７
参照）、および運転計画演算部１３において立案した電力デマンド運転計画を表示する。
【００２０】
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＜運転計画データ記憶部１５（運転計画装置１０）＞
　運転計画データ記憶部１５は、例えばコンピュータに設けられた記憶部である。この運
転計画データ記憶部１５は、入力部１１で取得した外部情報および設定情報、予測部１２
で予測した予測結果、運転計画演算部１３で立案された運転計画、次に説明する運転計画
処理部１６で処理された結果、さらには運転計画の立案に必要な情報を記憶する。
【００２１】
＜運転計画処理部１６（運転計画装置１０）＞
　運転計画処理部１６は、例えばコンピュータの演算処理部であり、上述した入力部１１
、予測部１２、運転計画演算部１３、運転計画表示部１４、および運転計画データ記憶部
１５間を連携してデータの入出力を制御するものである。この運転計画処理部１６は、予
め設定されたプログラムにしたがってデータの入出力および判断を行うことにより、運転
計画演算部１３での運転計画の立案を含む運転計画装置１０による電力デマンド運転計画
の作成を実行する。このような運転計画処理部１６によって実行される電力デマンド運転
計画の作成の詳細は、以降の電力デマンド管理方法において詳細に説明する。
【００２２】
＜電力デマンド入力部２１（制御装置２０）＞
　電力デマンド入力部２１は、入力インターフェースであって、需要家に取り付けられた
取引用電力量計から、例えば1分間隔の周期で電力使用量を取得する。
【００２３】
＜電力デマンド制御演算部２２（制御装置２０）＞
　電力デマンド制御演算部２２は、コンピュータの演算処理部であり、電力デマンド制御
の演算・判断を全て行う。例えば、この電力デマンド制御演算部２２においては、電力デ
マンド入力部２１において取得した電力使用量に基づき、電力デマンド制御間隔（例えば
３０分間）の平均電力使用量（すなわち電力デマンド）を予測する。そして、実測値に基
づいて予測した電力デマンド［Ｄ］が、電力使用量の上限値である契約電力（以下、電力
上限値［Ｐmax］と記す）を超過しているか否かを判断し、超過していると判断した場合
には、需要家内の蓄電池からの放電量を算出する。電力デマンド制御演算部２２による放
電量の算出手順は、以降の電力デマンド管理方法において詳細に説明する。
【００２４】
＜制御指令出力部２３（制御装置２０）＞
　制御指令出力部２３は、出力インターフェースであって、電力デマンド制御演算部２２
で決定した内容に基づいて、電力デマンド制御の対象となる各負荷遮断・抑制機器に対し
、運転の起動または停止の指示を出力し、また特に空調機器に対しては運転の起動・停止
の他に設定温度の指示を出力する。さらに制御指令出力部２３は、需要家内の蓄電池に対
して、放電の開始または停止および放電量の目標値を出力する。
【００２５】
＜制御処理部２４（制御装置２０）＞
　制御処理部２４は、上述した運転計画装置１０における運転計画データ記憶部１５と、
電力デマンド入力部２１、電力デマンド制御演算部２２、および制御指令出力部２３間を
連携してデータの入出力を制御するものである。この制御処理部２４は、予め設定された
プログラムにしたがって、運転計画データ記憶部１５と、電力デマンド入力部２１、電力
デマンド制御演算部２２、および制御指令出力部２３においての処理の順番を管理する。
【００２６】
≪電力デマンド管理方法≫
　次に、以上説明した電力デマンド管理装置１において実施される電力デマンド管理方法
の手順を説明する。ここでは、先ず運転計画装置１０による電力デマンド運転計画の作成
手順を説明し、次いで制御装置２０による電力デマンド制御の手順を説明する。
【００２７】
＜電力デマンド運転計画の作成＞
　図２は電力デマンド運転計画の作成フロー図である。以下、図２のフローに従い、図１
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およびその他の必要図面を参照しつつ、空調機器を冷房運転する場合の電力デマンド運転
計画の作成手順を説明する。本フローは、制御部１０ａを構成するＣＰＵが、ＲＯＭに記
録されたプログラムを実行することにより実現される。
【００２８】
［ステップＳ１０１ａ］
　先ず、自動取得処理を開始した後のステップＳ１０１ａにおいて、入力部１１は、所定
時間に達したと判断した場合に、外部装置から（１）気象予報情報、（２）電力需要予測
結果、（３）再生可能エネルギーの発電量予測結果、および（４）蓄電残量を取得する。
（１）気象予報情報は、予め設定された運転計画対象期間に関する気温、湿度等の気象予
報情報である。（２）電力需要予測結果は、需要家においての電力需要量の予測値であり
、外部の装置において気象予報情報に基づいて算出される値である。（３）再生可能エネ
ルギーの発電量予測結果は、需要家が有する再生可能エネルギー発電設備においての発電
量の予測値であり、例えば気象によって発電量が変化する太陽光発電による発電量の予測
値である。この予測値は、外部の装置において例えば気象予報情報に基づいて算出される
値である。（４）蓄電残量は、本電力デマンド管理に用いる蓄電池の蓄電残量の合計であ
る。
【００２９】
　なお、再生可能エネルギー発電設備としては、上述した太陽光発電設備の発電設備もあ
り、需要家が、例えば風力発電のように気象による発電量の変化が顕著な他の発電設備を
備えている場合、その発電設備の発電量の予測結果も、（３）再生可能エネルギーの発電
量予測結果に含める。
【００３０】
　以上のような入力部１１による外部情報の取得は、予め設定されたタイミングにおいて
定時に実施される。このため、次のステップＳ１０２ａおよびステップＳ１０２ｂ以降の
手順は、ステップＳ１０１ａにおいて外部情報が取得される毎に、周期的に繰り返し実施
されることとする。これにより、外部情報の変化に対応したより精度の高い運転計画の立
案を可能としている。
【００３１】
［ステップＳ１０２ａ］
　次いでステップＳ１０２ａにおいて、予測部１２は、ステップＳ１０１ａで入力部１１
が取得した（２）電力需要予測結果および（３）再生可能エネルギーの発電量予測結果、
およびこれらの誤差に関する情報に基づき、誤差を考慮したピークカット電力［Ｐｃｆ］
を以下のように算出する。
【００３２】
　ここでは先ず、（２）電力需要予測結果および（３）再生可能エネルギーの発電量予測
結果に基づいて、需要家においての電力デマンドの予測値に対するピークカット電力［Ｐ
ｃ］を算出する。
【００３３】
　図３は、ピークカット電力［Ｐｃ］を説明する図であり、横軸は時間（ｔ）、縦軸は電
力デマンドを示すグラフである。この図に示すように、ここで算出するピークカット電力
［Ｐｃ]は、主に契約電力である電力上限値［Ｐmax］と電力デマンド［Ｄ０］との差分で
あり、下記［式１］で表される。
【００３４】
【数１】

 
【００３５】
　ここで［式１］中の電力デマンド［Ｄ０］は、下記［式２］で表される需要家において
の電力デマンドの予測値である。
【００３６】
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【数２】

 
【００３７】
　ここで［式２］中の［その他発電電力量］は、需要家が有する太陽光発電設備のような
、気象による発電量の変化が顕著な再生可能エネルギー発電設備以外の発電機器による発
電電力量の予定値であり、ユーザによって予め運転計画データ記憶部１５に保存された値
であることとする。
【００３８】
　予測部１２は、以上の［式１］および［式２］に基づいて、時間（ｔ）毎のピークカッ
ト電力［Ｐｃ］を算出する。
【００３９】
　さらに予測部１２は、算出した時間（ｔ）毎のピークカット電力［Ｐｃ］を修正し、こ
れにより誤差を考慮したピークカット電力［Ｐｃｆ］を得る。
【００４０】
　図４は、誤差を考慮したピークカット電力［Ｐｃｆ］を説明する図であり、横軸は時間
（ｔ）、縦軸はピークカット電力を示すグラフである。この図に示す、誤差を考慮したピ
ークカット電力［Ｐｃｆ］は、下記［式３］で示すように算出される。
【００４１】
【数３】

 
【００４２】
　［式３］中の［（２’）電力需要予測誤差］および［（３’）再生可能エネルギーの発
電量予測誤差］は、それぞれ（２）電力需要予測結果および（３）再生可能エネルギーの
発電量予測結果に対する誤差であり、過去のデータから予測される値である。このうち、
（２’）電力需要予測誤差は、予定外の会議室の使用などに伴って生じる電力需要の誤差
である。また（３’）再生可能エネルギーの発電量予測誤差は、例えば再生可能エネルギ
ー発電設備が太陽光発電であれば、周期的に取得する（１）天気予報情報における日照強
度と、実際の日照強度との差によって生じる発電量の誤差である。これらの誤差は、予め
ユーザにより時間毎の値として入力され、運転計画データ記憶部１５に保存されているこ
ととする。なお、これらの誤差は、ユーザ用の入力端末から入力された設定情報として取
り扱ってもよい。この場合、ユーザ用の入力端末から誤差に関する情報が入力された場合
に、その都度、入力部１１は、入力された誤差に関する情報を取得する。
【００４３】
　なお、ここで算出したピークカット電力［Ｐｃｆ］が発生している時間帯が、運転計画
対象期間中におけるデマンド制御期間となる。
【００４４】
　以上のように誤差を考慮したピークカット電力［Ｐｃｆ］を算出することにより、より
正確に、需要家の電力使用量を電力上限値以下に抑えるために削減するピークカット電力
を予測することが可能である。
【００４５】
［ステップＳ１０１ｂ］
　図２に戻り、手入力処理を開始した後のステップＳ１０１ｂにおいて、入力部１１は、
ユーザ用の入力端末から電力デマンド運転計画を作成するための各種の設定情報が入力さ
れたと判断した場合に、これらの設定情報を取得する。ここで取得する設定情報は、以下
に説明する空調重要度［Ｒ］に対する室温変化量［ΔＴｒ］と、時間（ｔ）毎／部屋（ｉ
）毎の空調重要度［Ｒ(ｉ,t)］と、各負荷遮断・抑制機器の抑制順位［Ｌ（ｔ）］の設定
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であり、以下の通りである。
【００４６】
　図５は、空調重要度［Ｒ］に対する室温変化量［ΔＴｒ］の設定の一例を示す図であり
、図中における網掛け部がユーザによって入力された値である。この図に示すように、空
調重要度［Ｒ］は、空調制御の重要性を示す数値であり、例えば４段階にレベル分けされ
ている。各空調重要度［Ｒ］に対して、空調機器の起動または停止の状態（ＯＮ／ＯＦＦ
）および室温変化量［ΔＴｒ］の情報が関連付けして入力される。なお、図５においては
空調重要度［Ｒ］を４段階としているが、空調重要度［Ｒ］はさらに多段階であってもよ
いし、３段階または２段階であってもよく、空調重要度［Ｒ］の段階数もユーザによって
設定が可能である。なお、ここでは、空調重要度［Ｒ］は、数字が大きいほど、重要度が
高いことを示している。
【００４７】
　図６は、時間（ｔ）毎／部屋（ｉ）毎の空調重要度［Ｒ(ｉ,t)］の一例を示す図であり
、図中における網掛け部がユーザによって入力された値である。この図に示すように、空
調重要度［Ｒ(ｉ,t)］は、時間（ｔ）毎／部屋（ｉ）毎に空調重要度［Ｒ］を割り当てた
情報である。
【００４８】
　なお、入力部１１が、空調重要度［Ｒ］に対する室温変化量［ΔＴｒ］と、空調重要度
［Ｒ(ｉ,t)］とを取得すると、運転計画処理部１６は、これらの設定情報を、運転計画デ
ータ記憶部１５に保存する。また図５に示すように、運転計画処理部１６は、空調重要度
［Ｒ］に対応して設定された室温変化量［ΔＴｒ］を運転計画表示部１４に表示させ、さ
らに図６に示すように、空調重要度［Ｒ］に対応して設定された室温変化量［ΔＴｒ］を
、時間（ｔ）毎／部屋（ｉ）毎に割り当て、運転計画表示部１４に表示させる。ただし、
この時点においては、図６に示す削減電力[ΔＰｒ(i,t)]は不明であるため、表示はない
。
【００４９】
　図７は、時間（ｔ）毎の負荷遮断・抑制機器の抑制順位［Ｌ（ｔ）］の一例を示す図で
あり、図中における網掛け部がユーザによって入力された情報となっている。この図に示
すように、各負荷遮断・抑制機器の抑制順位［Ｌ（ｔ）］は、時間（ｔ）毎に設定した、
電力デマンド制御の対象となる各負荷遮断・抑制機器の抑制順位［Ｌ（ｔ）］に関する情
報である。各負荷遮断・抑制機器に対して設定される抑制順位［Ｌ（ｔ）］は、数字が小
さいほど、抑制順位が高く上位であって、運転を負荷遮断・抑制する対象となり易いこと
を示している。つまり抑制順位［Ｌ］＝１が割り付けられた負荷遮断・抑制機器が、時間
（ｔ）において最優先で負荷遮断・抑制運転されることになる。
【００５０】
　また、入力部１１が、時間（ｔ）毎の負荷遮断・抑制機器の抑制順位［Ｌ（ｔ）］を取
得すると、運転計画処理部１６は、これらの設定情報を、運転計画データ記憶部１５に保
存する。また、割り付けられた負荷遮断・抑制機器を負荷遮断・抑制した場合の削減電力
[ｋＷ]とヒステリシス[ｋＷ]とを、各負荷遮断・抑制機器に関連付けし、運転計画表示部
１４に表示させる。
【００５１】
　ヒステリシスは、機器の起動・停止を頻繁に繰返すことによって機器に不安定動作が発
生することを防止するために設定する。各負荷遮断・抑制機器の削減電力およびヒステリ
シスは、予めユーザにより時間別に入力され運転計画データ記憶部１５に保存されている
こととする。ただし、ここで削減電力およびヒステリシスが関連付けて表示される負荷遮
断・抑制機器は、空調機器以外の設備機器のみであり、空調機器に関する個別情報の表示
は、以降のステップで予測して補充される。
【００５２】
　以上のような入力部１１による設定情報の取得は、ユーザ用の入力端末からこれらの設
定情報が入力される毎に実施される。このため図２に戻り、次のステップＳ１０２ｂおよ
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びステップＳ１０３以降の手順は、ステップＳ１０１ｂにおいて設定情報が取得される毎
に繰り返し実施されることとする。これにより、ユーザが運転計画の見直しによって設定
情報を書き換えた場合に、その書き換えを反映したより精度の高い運転計画の立案を可能
としている。
【００５３】
［ステップＳ１０２ｂ］
　次にステップＳ１０２ｂにおいて、予測部１２は、ステップＳ１０１ａで取得した（１
）気象予報情報、およびステップＳ１０１ｂで取得した設定情報に基づいて空調機器の削
減電力［ΔＰｒ(ｉ,t)］を予測する。
【００５４】
　空調機器の削減電力［ΔＰｒ(ｉ,t)］とは、図５に示した空調重要度［Ｒ］に対する室
温変化量［ΔＴｒ］、および図６に示した空調重要度［Ｒ(ｉ,t)］の通りに各空調機器を
動作させた場合において削減される電力である。
【００５５】
　予測部１２は、（１）気象予報情報、図５に示す空調重要度［Ｒ］に対する室温変化量
［ΔＴｒ］、および図６に示す空調重要度［Ｒ(ｉ,t)］に基づいて、次に説明するように
、時間（ｔ）毎／部屋（ｉ）毎の空調機器の削減電力［ΔＰｒ(ｉ,t)］を予測する。また
予測部１２では、予測した削減電力［ΔＰｒ(ｉ,t)］に基づいて、空調機器の時間（ｔ）
毎／部屋（ｉ）毎のヒステリシスを計算する。例えば、ユーザが指定した係数を用い、そ
の係数を削減電力［ΔＰｒ(ｉ,t)］に乗じてヒステリシスを計算する。
【００５６】
　また運転計画処理部１６は、予測部１２で予測した空調機器の削減電力［ΔＰｒ(ｉ,t)
］およびヒステリシスを、運転計画データ記憶部１５に保存する。
【００５７】
　以上のような予測部１２における空調機器の削減電力［ΔＰｒ(ｉ,t)］の予測は、例え
ば次に説明する熱負荷モデル、または統計モデルによる評価方法を適用して実施される。
【００５８】
－熱負荷モデルによる評価方法－
　図８は、空調機器の削減電力［ΔＰｒ(ｉ,t)］の予測に適用される熱負荷モデルを説明
する図であり、建物の部屋８１内における熱負荷モデルを示している。この図に示すよう
に建物の部屋８１には多くの形態の熱負荷が作用する。部屋８１に作用する熱負荷の一部
は外部からのものであり、例えば換気により侵入する換気侵入熱［ｑＶ］、窓からの日射
や外気と室温の差による窓面侵入熱［ｑＧ］、外気と室温の差による壁からの壁体貫流熱
［ｑＷ］などがある。また部屋８１の内部で発生する熱負荷として、照明やパソコンなど
の機器が発する機器発熱［ｑＥ］、居住者が発する人体発熱［ｑＰ］などがある。これに
対して、空調設備から供給される熱がある。これが空調熱負荷［ｑＡ］であり、空調設備
により空調熱負荷が部屋８１に供給されることで部屋８１の空調が行われる。
【００５９】
　図８の熱負荷モデルでは、熱負荷の和［ｑＶ＋ｑＧ＋ｑＷ＋ｑＥ＋ｑＰ］と、空調熱負
荷［ｑＡ］の間に下記［式４］が成立する。
【００６０】
【数４】

 
【００６１】
　上記［式４］において、左辺の［ρＣｐＶ（ｄＴ／ｄｔ）］は、部屋の熱量変化率であ
り、［ρ］は空気密度（ｋｇ／ｍ３）、［Ｃｐ］は部屋の比熱[Ｊ／（ｋｇ・℃）]、［Ｖ
］は部屋の容積（ｍ３）、［ｄＴ／ｄｔ］は単位時間当たりの室温変化を表している。換
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気侵入熱［ｑＶ］は、外気および室内の温度、湿度により変化する。窓面侵入熱［ｑＧ］
および壁体貫流熱［ｑＷ］は、外気および室内の温度、日射量により変化する。また、空
調熱負荷［ｑＡ］の値が正の場合は暖房、負の場合は冷房を意味する。
【００６２】
　ここで、定常状態を仮定し、［ｄＴ／ｄｔ］＝０とすると、換気侵入熱［ｑＶ］、窓面
侵入熱［ｑＧ］、壁体貫流熱［ｑＷ］の計算では、外気温と室温が入力となるため、室温
変化幅を入力することにより、空調熱負荷［ｑＡ］の変化分を求めることができる。さら
に下記［式５］のように、空調熱負荷［ｑＡ］の変化分と空調機器の性能［ＣＯＰ］から
、消費電力の変化分（削減電力）を求めることができる。
【００６３】
【数５】

 
【００６４】
　すなわち、気象予報情報および設定された室温変化量から時間別、部屋別の消費電力の
変化分（削減電力）を予測することができる。
【００６５】
－統計モデルによる評価方法－
　図９は、統計手法による空調機器の削減電力［ΔＰｒ(ｉ,t)］の算出方法を示す図であ
る。統計モデルによる予測方法を適用する場合、過去の日時、気象条件（気温、湿度、日
射量）、各部屋の消費電力の実績値を蓄積し、予め運転計画データ記憶部１５に保存して
おく。図９に示すように、運転計画立案時には、実績値の日時および気象条件（気温、湿
度、日射量）の範囲と部屋を指定し、統計モデルを用いて室温に対する電力需要量を求め
る。このとき、統計モデルとしては、多変量解析、記憶による推論(Memory-based Reason
ing)、ニューラルネットワーク等の手法を用いることができる。その後、この結果を用い
て、室温変化量に対する削減電力を予測する。
【００６６】
　以上のような熱負荷モデル、または統計モデルによる評価方法を適用することにより、
予測部１２において、正確に空調機器の削減電力を予測することが可能である。
【００６７】
［ステップＳ１０３］
　再び図２に戻り、次のステップＳ１０３において、運転計画処理部１６は、ステップＳ
１０１ｂで取得した取得した設定情報と、ステップＳ１０２ｂで予測した空調機器の削減
電力［ΔＰｒ(ｉ,t)］およびヒステリシスとから、電力デマンド制御の抑制順位［Ｌ（ｔ
）］の設定リストを生成する。
【００６８】
　ここで運転計画処理部１６は、図７に括弧書きで示すように、時間（ｔ）毎の負荷遮断
・抑制機器の抑制順位［Ｌ（ｔ）］に対応させて電力デマンド制御の抑制順位［Ｌ（ｔ）
］の設定リストを生成する。そして運転計画表示部１４に対し、予測した空調機器の削減
電力［ΔＰｒ(ｉ,t)］およびヒステリシスを追加で表示させる。
【００６９】
　また運転計画処理部１６は、運転計画表示部１４に対して、図６に括弧書きで示すよう
に、空調重要度［Ｒ(ｉ,t)］に対応させて、予測した削減電力［ΔＰｒ(ｉ,t)］を追加で
表示させる。
【００７０】
［ステップＳ１０４］
　図２に戻り、次のステップＳ１０４において、運転計画演算部１３は、ステップＳ１０
２ａにおいて算出したピークカット電力［Ｐｃｆ］を削減するため、需要家内の蓄電池か
らの放電量の運転計画を以下のように立案する。
【００７１】
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　図１０～図１３は、蓄電池の放電計画を立案する手順を説明する図（その１～その４）
である。これらの図において、横軸の各時間（ｔ）に割り当てられたグラフの高さは負荷
遮断・抑制機器毎の削減電力の大きさを示し、グラフ内の数値は抑制順位［Ｌ（ｔ）］を
示している。
【００７２】
　先ず運転計画演算部１３は、図１０Ａおよび図１０Ｂに示すように、時間（ｔ）毎に負
荷遮断・抑制機器を割り当てる。ここではステップＳ１０２ａにおいて予測部１２で予測
した時間（ｔ）毎のピークカット電力［Ｐｃｆ］に達するまで、負荷遮断・抑制機器の削
減電力を割り当てる。ここでは、抑制順位［Ｌ（ｔ）］の設定にしたがって、抑制順位［
Ｌ(t)］の値が小さい順、つまり運転を負荷遮断・抑制する対象となり易い順に、負荷遮
断・抑制機器を配置してその各削減電力を割り当てる。
【００７３】
　ここで図１０Ａは、ピークカット電力[Ｐｃｆ]の全ての範囲が、負荷遮断・抑制機器の
削減電力によって埋められた状態、すなわちピークカット電力[Ｐｃｆ]の全てを負荷遮断
・抑制機器の運転抑制によって補うことができている状態を示した。一方、図１０Ｂは、
各時間（ｔ）において、負荷遮断・抑制での運転を実施できる機器が少なく、ピークカッ
ト電力[Ｐｃｆ]を負荷遮断・抑制機器の運転抑制のみでは補うことができない場合を示し
ている。この場合には、ピークカット電力[Ｐｃｆ]の範囲内に空欄８２が生じる。
【００７４】
　次に運転計画演算部１３は、図１１Ａおよび図１１Ｂの網掛け部に示すように、ピーク
カット電力［Ｐｃｆ］が発生しているデマンド制御期間の全時間帯（９時～１７時）にお
ける負荷遮断・抑制機器に対し、蓄電池からの放電量を割り当てる。
【００７５】
　ここで図１１Ａに示すように、ピークカット電力［Ｐｃｆ］の範囲の全てに、抑制順位
［Ｌ（ｔ）］が付された負荷遮断・抑制機器で埋め込まれている場合、抑制順位［Ｌ(i,t
)］の数字が大きい順、つまり運転を負荷遮断・抑制する対象にしたくない順に、放電量
を割り当てる。ここで割り当てる放電量は、現時点での蓄電池における蓄電残量の全てで
あり、ステップＳ１０１ａで取得した（４）蓄電残量であって、需要家が所有する蓄電池
の蓄電残量の合計である。ただし、ピークカット電力［Ｐｃｆ］を蓄電池による放電で補
える場合には、ここで割り当てる放電量は、蓄電池における蓄電残量の一部となる。
【００７６】
　一方、図１１Ｂに示すように、ピークカット電力[Ｐｃｆ]の範囲内に空欄８２が生じて
いる場合には、空欄の部分に対して最優先で放電量を割り当てることとする。放電量の割
り当ては、一例として、図示したように空欄８２が生じている時間（ｔ）に対して均等に
割り当てるか、または優先順位の高い時間帯に対して集中して割り当ててもよい。空欄８
２の範囲が広い場合には、この空欄８２部分に対しても放電量を割り当て切れずに空欄残
り８２’が生じる場合もある。
【００７７】
　次に運転計画演算部１３は、図１２Ａおよび図１２Ｂに示すように、負荷遮断・抑制機
器に対して割り当てられた放電量を、負荷遮断・抑制機器から独立させて抑制順位［Ｌ（
ｔ）］＝０を付与し、抑制順位［Ｌ(t)］＝０を蓄電池からの放電量として割り当てる。
そして、ピークカット電力［Ｐｃｆ］の範囲内の最優先順位である抑制順位［Ｌ（ｔ）］
＝１のさらに上位に、蓄電池からの放電量を割り当てて配置する。
【００７８】
　ここで図１２Ａに示すように、ピークカット電力［Ｐｃｆ］の範囲の全てが、抑制順位
［Ｌ（ｔ）］が付された負荷遮断・抑制機器で埋め込まれている場合には、放電量を負荷
遮断・抑制機器から独立させて抑制順位［Ｌ（ｔ）］＝０を付与したことにより、一部の
負荷遮断・抑制機器が、ピークカット電力［Ｐｃｆ］の範囲から外れる。
【００７９】
　一方、図１２Ｂに示すように、放電量の割り当てができていない空欄残り８２’が生じ
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ている場合、この空欄残り８２’はピークカット電力[Ｐｃｆ]の範囲内にそのまま維持さ
れる。
【００８０】
　次に運転計画演算部１３は、図１３Ａおよび図１３Ｂに示すように、各時間（ｔ）に割
り当てられた放電量を合計する。ここで図１３Ｂに示すように、放電量の割り当てができ
ていない空欄残り８２’が生じている場合、この空欄残り８２’はピークカット電力[Ｐ
ｃｆ]の範囲内にそのまま維持される。
【００８１】
［ステップＳ１０５］
　次に再び図２に戻り、ステップＳ１０５において、運転計画演算部１３は、ステップＳ
１０４で各時間（ｔ）に割り当てられた合計の放電量と、図７に示した時間（ｔ）毎の負
荷遮断・抑制機器の抑制順位［Ｌ（ｔ）］の設定とに基づいて、電力デマンド運転計画を
立案する。
【００８２】
　図１４は、立案された電力デマンド運転計画の一例を示す図であり、図７に対して抑制
順位［Ｌ］にゼロ［０］を設けた図である。図１４に示すように、ここでは抑制順位［Ｌ
（ｔ）］＝０に対して、蓄電池を割り当て、各時間（ｔ）に蓄電池の放電量を削減電力と
して関連付けし、さらにヒステリシスを関連付けして放電計画を作成する。抑制順位［Ｌ
（ｔ）］＝０に対して蓄電池を割り当てることにより、負荷遮断・抑制機器の数を減らせ
ることができ、よりユーザの快適性を確保することが出来る。なお、図１４の例では抑制
順位［Ｌ（ｔ）］＝０が蓄電池となっているが、蓄電池の抑制順位［Ｌ（ｔ）］は０以外
でもよく、入力部からのユーザの設定により任意の抑制順位とすることができる。このこ
とにより、電力デマンド制御の対象となる各負荷遮断・抑制機器をユーザがフレキシブル
に設定することが可能となる。
【００８３】
　図１５は、立案された電力デマンド運転計画の概要を示す図である。図１５には、電力
上限値［Ｐmax］と、ステップＳ１０２ａにおいて［式２］により算出した電力デマンド
［Ｄ０］(図中実線で示す）と、［式３］により算出したピークカット電力［Ｐｃｆ］と
、運転計画後の電力デマンド予測値［Ｄ１］(図中二点鎖線で示す）を示す。この図に示
すように、ここで立案された電力デマンド運転計画では、ピークカット電力［Ｐｃｆ］を
、特定の負荷遮断・抑制機器の負荷遮断または抑制運転による全削減電力８３と、蓄電池
からの全放電量８５とで補ったものとなる。
【００８４】
　なお、負荷遮断・抑制での運転を実施できる機器が少なく、蓄電残量の全てをピークカ
ット電力[Ｐｃｆ]に割り当てても、ピークカット電力[Ｐｃｆ]を補うことができない場合
には、図１５における運転計画後の電力デマンド予測値［Ｄ１］が、電力上限値［Ｐmax
］を上回る部分が生じる。
【００８５】
　また運転計画演算部１３において以上の運転計画が立案されると、運転計画処理部１６
は、運転計画表示部１４に対して、図１３，図１４，図１５に示す運転計画を表示させる
。図１３は、ピークカット電力[Ｐｃｆ]に対応させて、各時間（ｔ）に割り付けられた負
荷遮断・抑制機器の削減電力および蓄電池からの放電量を表示したグラフとなっている。
また図１４に対しては、ピークカット電力[Ｐｃｆ]の範囲内であって、負荷遮断または抑
制運転の対象となっている設備機器と、ピークカット電力[Ｐｃｆ]の範囲から外れた設備
機器とを、例えば異なる表示色で表示させたリストとなっている。ピークカット電力[Ｐ
ｃｆ]の範囲から外れた設備機器は、予備の負荷遮断・抑制機器（予備機器）となる。図
示した例では、ピークカット電力[Ｐｃｆ]の範囲から外れた予備機器を網掛けで示した。
【００８６】
［ステップＳ１０６］
　再び図２に戻り、ステップＳ１０６において、運転計画演算部１３は、ピークカットさ
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れた運転計画後の電力デマンド予測値［Ｄ１］と電力上限値［Ｐmax］を比較する（図１
５参照）。そして［Ｄ１］≦［Ｐmax］である（Ｙｅｓ）、と判断した場合にはステップ
Ｓ１０７に進み、［Ｄ１］≦［Ｐmax］ではない（Ｎｏ）、と判断した場合にはステップ
Ｓ１０８に進む。
【００８７】
　ここで、［Ｄ１］≦［Ｐmax］ではない（Ｎｏ）と判断される場合は、負荷遮断・抑制
運転を実施できる機器が少なく、全ての負荷遮断・抑制機器を合わせた全削減電力と、蓄
電残量の全てをピークカット電力[Ｐｃｆ]に割り当てても、ピークカット電力[Ｐｃｆ]を
補うことができない場合である。この場合、図１３Ｂに示すように、ピークカット電力[
Ｐｃｆ]の範囲内には、抑制順位［Ｌ（ｔ）］の割り当てがない空欄残り８２’が発生す
る。また図１５のグラフにおいては、運転計画後の電力デマンド予測値［Ｄ１］が、電力
上限値［Ｐmax］を超えている部分が生じている。
【００８８】
［ステップＳ１０７］
　ステップＳ１０７において、運転計画処理部１６は、運転計画演算部１３で立案した電
力デマンド運転計画を、運転計画データ記憶部１５に保存する。これにより、ステップＳ
１０６において［Ｄ１］≦［Ｐmax］である（Ｙｅｓ）と判断された運転計画のみが、運
転計画データ記憶部１５に保存され、以降の説明する電力デマンド制御における運転計画
として適用される。
【００８９】
［ステップＳ１０８］
　一方ステップＳ１０８において、運転計画処理部１６は、運転計画表示部１４に対して
、運転計画後の電力デマンド予測値［Ｄ１］が、電力上限値［Ｐmax］を超過しているこ
とを知らせる警告を表示させる。これにより、ユーザに対して、ユーザ用の入力端末から
入力された設定情報では、電力デマンド予測値［Ｄ１］が電力上限値［Ｐmax］を超えて
しまうことを警告し、ユーザに対して設定情報の書き換えを促すことができる。
【００９０】
　以上により、一連のフローは終了するが、ユーザは、運転計画表示部１４において、こ
の警告の表示を確認した場合、ユーザ用の入力端末からの入力により、電力デマンド運転
計画を作成するための各種の設定情報を書き換える処理を実施することになる。この際、
ユーザは、ユーザ用の入力端末からの入力により、運転計画表示部１４に表示された図１
３Ｂおよび図１４を参照しつつ、図５、図６，および図７の設定情報を書き換える。
【００９１】
　書き換えられる設定情報は、例えば図５に示した空調重要度［Ｒ］に対する空調機器の
起動・停止の状態（ＯＮ／ＯＦＦ）および室温変化量［ΔＴｒ］である。具体的には、空
調重要度［Ｒ］＝２の起動・停止の状態（ＯＮ／ＯＦＦ）をＯＦＦにしたり、室温変化量
［ΔＴｒ］を大きくする。
【００９２】
　またユーザは、図６に示した空調重要度［Ｒ(ｉ,t)］における空調重要度［Ｒ］を小さ
な値に書き換える。さらに図７に示した抑制順位［Ｌ（ｔ）］に対して、さらに追加でそ
の他の設備機器を、負荷遮断・抑制機器として設定する。
【００９３】
　これにより、ステップＳ１０１ｂにおいては、入力部１１が、ユーザ用の入力端末から
、電力デマンド運転計画を作成するための各種の設定情報が再入力されたと判断して新た
な設定情報を取得する。そしてステップＳ１０６において、運転計画処理部１６が、運転
計画後の電力デマンド予測値［Ｄ１］が電力上限値［Ｐmax］以下である（Ｙｅｓ）と判
断するまで、ステップＳ１０１ｂ以降を繰り返し行い、電力デマンド運転計画を終了させ
る。
【００９４】
　なお、以上の手順においては、一例として、入力部１１は、（１）気象予報情報、（２
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）電力需要予測結果、および（３）再生可能エネルギーの発電量予測結果を、気象予報の
タイミングに合わせ外部の装置から取得し、（４）蓄電残量を電力デマンド制御間隔（例
えば３０分間）に取得するとした。しかしながら、本実施形態はこれ限定されることはな
く、例えば入力部１１は、（１）気象予報情報、（２）電力需要予測結果、および（３）
再生可能エネルギーの発電量予測結果を、それぞれに設定された異なるタイミングで取得
する構成であってもよい。この場合、以降のステップは、入力部１１が各外部情報を取得
する毎に繰り返してもよいし、異なるタイミングで取得した（１）気象予報情報、（２）
電力需要予測結果、および（３）再生可能エネルギーの発電量予測結果の全てがそろった
と判断した場合、および（４）蓄電残量を取得したと判断した場合に繰り返してもよい。
【００９５】
＜電力デマンド制御＞
　図１６は電力デマンド制御フロー図である。以下、図１６のフローにしたがい、図１を
参照しつつ、空調機器を冷房運転する場合の電力デマンド制御の手順を説明する。本フロ
ーは、制御部２０ａを構成するＣＰＵが、ＲＯＭに記録されたプログラムを実行すること
により実現される。
【００９６】
［ステップＳ２０１］
　先ず、ステップ２０１において、電力デマンド入力部２１は、需要家に取り付けられた
取引用電力量計から、需要家における実際の電力使用量を取得する。このような電力デマ
ンド入力部２１による電力使用量の取得は、周期的（例えば1分間隔）に実施される。こ
のため、次のステップＳ２０２以降の手順は、ステップＳ２０２において電力使用量が取
得される毎に、周期的に繰り返し実施されることとする。
【００９７】
［ステップＳ２０２］
　次にステップＳ２０２において、電力デマンド制御演算部２２は、電力デマンド入力部
２１において取得した電力使用量に基づき、下記［式６］のように、デマンド制御期間（
３０分間）の平均電力使用量を、実測に基づく電力デマンド［Ｄ］として予測する。
【００９８】

【数６】

　ただし［式６］中のｔは現在の時刻（分）を表す。
【００９９】
［ステップＳ２０３］
　ステップＳ２０３において、電力デマンド制御演算部２２は、電力デマンド制御演算部
２２において予測した、実測に基づく電力デマント［Ｄ］が、電力上限値［Ｐmax］を超
えるか否かを判断する。そして、図１７に示すように、［Ｐmax］＜［Ｄ］であって、電
力デマント［Ｄ］が、電力上限値［Ｐmax］を超える（Ｙｅｓ）と判断した場合には、ス
テップＳ２０４に進む。一方、超えない（Ｎｏ）と判断した場合には、ステップＳ２０５
に進む。
【０１００】
［ステップＳ２０４］
　ステップＳ２０４において、電力デマンド制御演算部２２は、運転計画装置１０で作成
した電力デマンド運転計画に基づく蓄電池からの放電、および負荷遮断・抑制機器の運転
パターンを演算する。ここでは、電力デマンド制御演算部２２が、運転計画データ記憶部
１５に保存された電力デマンド運転計画(図１４）を参照する。そして、実測値に基づく
電力デマント［Ｄ］と電力上限値［Ｐmax］との差分［Ｄ－Ｐmax］に相当する削減電力の
負荷遮断・抑制機器を、抑制順位［Ｌ（ｔ）］の小さい順から負荷遮断・抑制を決定する
。この際、電力デマンド制御演算部２２は、電力デマンド運転計画の抑制順位［Ｌ（ｔ）
］＝０に、蓄電池の割り当てが存在する場合には、割り当てられた放電量の範囲内で、上
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述した差分［Ｄ－Ｐmax］に相当する放電が蓄電池からなされるように放電量を決定する
。したがって、上述した差分［Ｄ－Ｐmax］が、抑制順位［Ｌ（ｔ）］＝０の蓄電池に対
して割り当てられた放電量を超えなければ、蓄電池からの放電のみで、抑制順位［Ｌ（ｔ
）］＝１以降の負荷遮断・抑制機器の負荷遮断・抑制運転を実施する必要はない。また上
述した差分［Ｄ－Ｐmax］が割り当てられた放電量を超えた場合は、超えた分をまかなえ
るように、負荷遮断・抑制を決定する。
【０１０１】
　これにより、運転計画データ記憶部１５に保存された電力デマンド運転計画、すなわち
、電力デマンド予測値［Ｄ１］≦電力上限値［Ｐmax］と判断された運転計画に基づいて
、電力デマンドが電力上限値［Ｐmax］を上回ることの無いデマンド制御を実施すること
ができる。
【０１０２】
　また電力デマンド制御演算部２２は、ステップＳ２０３において、実測に基づく電力デ
マント［Ｄ］が、電力上限値［Ｐmax］を超えると判断された場合にのみ、蓄電池および
負荷遮断・抑制機器に対して以上の決定にした放電量の放電または負荷遮断・抑制運転を
実施させる。このため、実測に基づいたデマンド運転の制御が可能であり、無駄な放電や
負荷遮断・抑制運転が抑えることができる。
【０１０３】
［ステップＳ２０５］
　一方、ステップＳ２０５において、電力デマンド制御演算部２２は、現在、負荷遮断・
抑制されている負荷遮断・抑制機器があるか否かを判断する。負荷遮断・抑制されている
負荷遮断・抑制機器がある（ｙｅｓ）と判断した場合にはステップＳ２０６に進む。一方
、無い（Ｎｏ）と判断した場合には、ステップＳ２０１に戻って以降を繰り返す。
【０１０４】
［ステップＳ２０６］
　ステップＳ２０６において、電力デマンド制御演算部２２は、ステップＳ２０２で予測
した実測に基づく電力デマント［Ｄ］が、電力上限値［Ｐmax］に対して現在のデマンド
制御レベルに該当するヒステリシスを考慮した値を下回っているか否かを判断する。
【０１０５】
　図１８に示すように、実測に基づく電力デマント［Ｄ］が、負荷遮断・抑制されている
負荷遮断・抑制機器のヒステリシス［Ｈ］を考慮した値を下回っている（Ｙｅｓ）と判断
した場合には、次のステップＳ２０７に進む。一方、ヒステリシスを考慮した値を下回っ
ていない（Ｎｏ）と判断した場合には、ステップＳ２０１に戻って以降を繰り返す。
【０１０６】
［ステップＳ２０７］
　ステップＳ２０７において、電力デマンド制御演算部２２は、負荷遮断・抑制されてい
る負荷遮断・抑制機器のうち、実測値に基づく電力デマント［Ｄ］と電力上限値［Ｐmax
］との差分に相当する削減電力の負荷遮断・抑制機器を、抑制順位［Ｌ（ｔ）］の数値が
大きい順から再起動させる判断を行う。その後はステップＳ２０１に戻って上記の処理を
繰り返す。
【０１０７】
≪実施形態の効果≫
　以上説明した実施形態では、電力デマンド管理装置１の運転計画装置１０が、立案した
運転計画を表示する運転計画表示部１４を備えた構成である。このため、ユーザはこの表
示によって、立案され運転計画を確認することが可能である。この運転計画表示部１４は
、例えば図１３に示すように、ピークカット電力［Ｐｃｆ］に対して、負荷遮断・抑制機
器による削減電力と蓄電池からの放電量とを、時間（ｔ）毎に割り当てた画像の表示を行
う。このため、ピークカット電力［Ｐｃｆ］に対する、削減電力および放電量の割り当て
が不足している場合に、各種の設定を書き換える場合の指標として、割り当てが不足して
いる時間（ｔ）および分量を確認し易く、ユーザによる運転計画の見直しを支援すること
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【０１０８】
　また運転計画表示部１４には、図５、図６、図７に示したように、ユーザがユーザ用の
入力端末から入力した設定情報が表示される。このため、現在の設定を目視で確認し易く
、この点においてもユーザによる運転計画の見直しを支援することが可能である。
【０１０９】
　さらに、予測部１２においては、誤差を考慮したピークカット電力［Ｐｃｆ］を算出す
る構成である。一般に、再生可能エネルギー発電設備として需要家に太陽光発電装置が設
置されている場合、太陽光発電の出力は天候により大きく変動し、さらに、電力需要の予
測値は一般に誤差を含む。このため、ステップＳ１０２ａにおいて、（２）電力需要予測
結果および（３）再生可能エネルギーの発電量予測結果から予測した電力デマンド［Ｄ０
］は、運転時の実績値に対してずれる可能性がある。このため、誤差を考慮したピークカ
ット電力［Ｐｃｆ］を算出することによって、需要家の電力使用量を電力上限値以下に確
実に抑えることが可能である。
【０１１０】
　また運転計画演算部１３は、複数段階の各空調需要度［Ｒ］に対する室温変化量［ΔＴ
ｒ］に基づいて運転計画を立案する構成である。このため、室内の空調環境を細かく制御
することが可能になるため、快適性の悪化を防止することが可能である。
【０１１１】
　なお、本発明は、上記した実施形態および変形例に限定されるものではなく、さらに様
々な変形例が含まれる。例えば、以上の実施形態においては、空調機器の削減電力を、
時間（ｔ）毎／部屋（ｉ）毎の空調重要度［Ｒ(ｉ,t)］と室温変化量［ΔＴｒ］とから予
測する構成を説明した。しかしながら、空調機器の削減電力は、ユーザが時間（ｔ）毎／
部屋（ｉ）毎に設定した値として、入力端末から直接入力する構成としてもよい。これに
より、運転計画演算部１３においての運転計画の立案を簡便にすることができる。
【０１１２】
　また上記した実施形態は、本発明をわかりやすく説明するために詳細に説明したもので
あり、必ずしも説明した全ての構成を備えるものに限定されるものではない。また、ある
実施形態の構成の一部を他の実施形態の構成に置き換えることが可能であり、また、ある
実施形態の構成に他の実施形態の構成を加えることも可能である。また、各実施形態の構
成の一部について、他の構成の追加・削除・置換をすることが可能である。
【符号の説明】
【０１１３】
１…電力デマンド管理装置
　１１…入力部
　１２…予測部
　１３…運転計画演算部、
　１４…運転計画表示部
　１５…運転計画データ記憶部
　１６…運転計画処理部
　２１…電力デマンド入力部、
　２２…電力デマンド制御演算部
　２３…制御指令出力部
　２４…制御処理部
［Ｐｃ］…ピークカット電力
［Ｒ(i,t)]…部屋毎／時間毎の空調重要度
［ΔＴｒ］…室温変化量
［ΔＰｒ（i,t）］…空調機器の削減電力
［Ｐmax］…電力上限値
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